
（独）都市再生機構 （一財）民間都市開発推進機構
（公社）全国市街地再開発協会 (公財）区画整理促進機構

都市再構築及び中心市街地活性化における
公的セクターの支援について

1

http://image.blog.livedoor.jp/kazuya0629/imgs/9/2/92cda644.JPG
http://www.mlit.go.jp/crd/index/pamphlet/03/index.html


第１章 公的セクターの役割
支援内容比較等

第２章 ノウハウ・人的支援
調査、人材育成、専門家派遣

第３章 事業支援
事業実施、民間誘導、都市再構築

第４章 資金支援
金融（出資、融資）、助成
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本日のご説明内容



第１章 公的セクターの役割
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1-1  中心市街地活性化に係る公的セクター

4

組織名 略称

独立行政法人 都市再生機構 ＵＲ都市機構

一般財団法人 民間都市開発推進機構 民都機構

公益社団法人 全国市街地再開発協会 再開発協会

公益財団法人 区画整理促進機構 促進機構

「都市再構築及び中心市街地活性化」関連の業務
を持つ国土交通省関連の公的セクター４団体



1-2 公的セクターの役割 （概念図）
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1-3 まちづくりの段階ごとの支援策
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事業支援
（継続的まちづくり支援まで）

調査
人材育成
専門家派遣

初期段階 準備段階 事業段階 運営段階

中心市街地活性化基本計画
事業の実施 まちの管理運営

まちづくりビジョン プログラム

民都機構

促進機構

ＵＲ都市機構

資金支援

事業計画

再開発協会
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1-4 支援内容ごとにおける公的セクターの比較

支援内容

組織名 調査
人材
育成

専門家
派遣

事業
融資

出資
助成

UR都市機構 ●※１ ▲ ※２ ●

民都機構 ● ▲ ※２ ● ●

再開発協会 ● ● ▲ ※３

促進機構 ● ● ● ▲ ※４ ●

ノウハウ・人的支援
事業
支援

資金支援

第2章 第3章 第4章

※２：Ｐ12参照 ※３：Ｐ41参照

※１：URまちづくり支援業務（コーディネート）の一環で実施

※４：Ｐ42参照



第２章 ノウハウ・人的支援
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2-1 調査

9

都市再構築・中心市街地活性化のために必要な調査を
行います。

地方公共団体

公的セクター

受託調査
調査費費用負担
地方公共団体等

公的セクター
調査費費用負担

共同調査

公的セクター
調査費費用全

部負担

自主調査

地方公共団体

費
用

調
査
報
告

調
査
報
告

調
査
報
告

ノウハウ
人材

ノウハウ
人材

費用

費用
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【受託調査】

再開発協会では、地方公共団体及び市街地再開発組合等からのご依頼に応じ、

蓄積された事業情報やノウハウを活用し、また適切な有識者等の参画を得ながら、

密集市街地の解消や中心市街地の活性化、街なか居住の推進等にする構想・計画

の策定、事業化の促進や管理・運営システムの検討等についての調査を受託してお

ります。

【平成29年度受託実績：48件】
事業検討調査等：福島市、中央区、駒ケ根市、三島市、藤枝市、日向市、

和歌山市等
費用便益分析、事後評価等：秋田市、福島市、葛飾区、長野市、岩国市、大田区、

岐阜市、明石市等、地方公共団体、再開発組合、

再開発準備組合、まちづくり会社等

2-1 調査（再開発協会）



2-2 人材育成（セミナーの開催等）
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人材育成や情報提供のためのセミナーや講演等を開催。

組織名 名称等

再開発協会 研修会・セミナー・現地視察会

促進機構、

民都機構他
都市再構築・中心市街地活性化講習会

UR都市機構、民都
機構、再開発協会、
促進機構

全国中心市街地活性化まちづくり連絡会議
(※４団体が事務局を補助）
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2-3 専門家派遣

組織名 概要 期間・回数 金額

促進機構 街なか再生に係る専門家派遣

※中心市街地活性化に関連する
助言等

＊区画整理関係についても同様に
専門家派遣を実施

最長２泊３日 無料

UR都市機構 ＵＲまちづくり支援専門家制度 URのまちづくり支援業務（コーディネー
ト）の一環として、専門家がUR職員と協
同して現地で課題に応じたアドバイス等
を実施

民都機構 まちづくりアドバイザー派遣制度 地方自治体や地域金融機関からの要請
を受け、「まちづくりアドバイザー」を派遣
し、広くまちづくりに関係する方に助言を
実施

■ その他



2-4 国と連携した支援（UR都市機構）
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-地方再生コンパクトシティ モデル都市（32都市）-

室蘭市

弘前
市

むつ市

花巻市

鶴岡市

須賀川市

下妻市

宇都宮市

栃木市

前橋市

川越市

横須賀市藤枝市

小諸市

上越市
金沢市

多治見市

小田原市

岡崎市
春日井市

大野市

和歌山市

尼崎市竹原市 福山市

高松市
丸亀市

西条市大牟田市

基山町

熊本市

奄美市

国土交通省が内閣府（地方創生
推進事務局）と連携し、都市の
コンパクト化と地域の稼ぐ力の
向上にハード・ソフト両面から
総合的に取り組む地方都市のモ
デル都市（地方再生コンパクト
シティ）として、平成30年3月
に全国で32都市を選定。

国やＵＲ都市機構の職員が
モデル都市に対して

ハンズオン支援

※赤字下線はURがコーディネート中の13都市



第３章 事業支援
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3-１地方公共団体のまちづくり支援（ＵＲ都市機構）
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3-１地方公共団体のまちづくり支援（ＵＲ都市機構）

16



17

ＵＲは、地方公共団体が取り組むまちづくりを支援するため、施策の具体化が進んだ段
階で状況に応じて、特定の敷地に係る関係者間の橋渡し役を担う場合もあります。

①まちづくり相談・まちづくり計画等
（主に地方公共団体が策定）

②特定エリアのまちづくり計画
（①に記載のあるエリア等）

（主に地方公共団体が策定）

UR都市機構の２つのアプローチ

・遊休地活用
・停滞している再開発事業
・老朽化した建物
・不良債権
・担保物件
など

③特定の敷地の開発など
（権利者など）

公共施設等総合管理計画まちづくりに係る相談 立地適正化計画

【URのお手伝い】
主なパートナー：地方公共団体
⇒計画策定の支援、調査業務実施
⇒事業スキーム検討

行政のまちづくり計画策定に関与をしながら、
個々の地区へ入り込む

≪大から小へ≫

地域のまちづくりの課題（個別の敷地・空き家情
報等）の情報をいただき、行政のまちづくり計画
に合わせた提案へ

≪小から大へ≫

アプローチ１

アプローチ２

【URのお手伝い】
主なパートナー：地方公共団体、事業者、権利者
⇒事業化検討
⇒権利者調整
⇒事業実施（再開発・区画整理など）

・・・

17

3-１地方公共団体のまちづくり支援（ＵＲ都市機構）
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長野県とＵＲ都市機構は、
『まちづくり支援に係る

包括連携に関する協定』を締結

3-2 長野県茅野市 〈ＵＲ都市機構のコーディネート事例〉

連携
長野県が行う市町村等のまちづくりの支援に関する事項

長野県が行うまちづくりに携わる人材の育成に関する事項

写真出典：富士見パノラマリゾートHP
（http://www.fujimipanorama.com/
summer/observatory/）

写真出典：茅野市尖石縄文考古館HP
（http://www.city.chino.lg.jp/www/togariishi/genre/
1444868335768/index.html）

⚫ 課題が多岐にわたり、再編
計画の作成が進まない

⚫ 駅前広場など整備に関する
経験がない

⚫ 関係者協議をどう進めると
いいのか

写真出典：コトバンクHP
（https://kotobank.jp/word/%E8
%8C%85%E9%87%8E%28%E5
%B8%82%29-1562295） 写真出典：茅野市HP（http://www.city.chino.lg.jp/www/contents/1360802005422/index.html）

茅野駅西口周辺 茅野駅東口周辺

茅野市より、
『茅野駅西口再編計画』

に関する相談
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3-2 長野県茅野市 〈ＵＲ都市機構のコーディネート事例〉

１番ホーム

２番・３番ホーム

東口駅前広場

西口駅前広場

③

⑨
④ ②改札口

待合室

⑤

①

茅野駅

① 自由通路

⑥

⑧

⑩

⚫老朽化による雨漏りが発生。架け替えまではしたくないが。
ＪＲとどう調整すればいいのか。

⚫ベルビアへのバリアフリー化ができていない。

② 待合室・改札口前

⚫待合室、改札口を出
た溜り場が狭く、不
便。

③ トイレ

⚫待合室レベルにトイ
レがなく、場所も分
かり難く、不便。

⑦
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3-2 長野県茅野市 〈ＵＲ都市機構のコーディネート事例〉

１番ホーム

２番・３番ホーム

東口駅前広場

西口駅前広場

③

⑨
④ ②改札口

待合室

⑤

①

茅野駅

⑥

⑧

⑩

⑤ ベルビア

⚫核テナントの百貨店が抜けた後、駅周辺の賑わ
いが低下。

⚫老朽化に加え、バリアフリー化ができていない。

④ モンエイト（JR）

⚫重い開き扉、ＥＶなしでバリアフリー化ができていない。

⚫老朽化に伴う設備不良が起きているが、大規模修繕や建替え
が検討されていない。

⑦
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3-2 長野県茅野市 〈ＵＲ都市機構のコーディネート事例〉

１番ホーム

２番・３番ホーム

東口駅前広場

西口駅前広場

③

⑨
④ ②改札口

待合室

⑤

①

茅野駅

⑥ バスバース

⑥

⑧

⑩

⚫大半が東口方面だが東口に入れず西口に。

⚫バスバースがロータリーになく、鉄道との乗り換えに不便。

⚫バスバースの位置が分かり難く、歩道が狭く凸凹。

⑦ 駐輪所

⚫様々な箇所から乗り入れられるため危険。

⚫放置自転車の影響もあり、溢れることも。

⑦
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3-2 長野県茅野市 〈ＵＲ都市機構のコーディネート事例〉

１番ホーム

２番・３番ホーム

東口駅前広場

西口駅前広場

③

⑨
④ ②改札口

待合室

⑤

①

茅野駅

⑥

⑧

⑩

⑧ 駅前広場

⚫車が中心となっている駅前広場であり、タクシー、ＪＲバス、一般車両混在している。

⚫夕方は、Ｋ＆Ｒで待つ車両とトラブルに。

⑦
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3-2 長野県茅野市 〈ＵＲ都市機構のコーディネート事例〉

１番ホーム

２番・３番ホーム

東口駅前広場

西口駅前広場

③

⑨
④ ②改札口

待合室

⑤

①

茅野駅

⑥

⑧

⑩

⑩ 駅前広場

⚫使われていない公園を、
何に活用するのか。

⑦

⑨ 市営青空駐車場

⚫Ｐ＆Ｒによる利用が多く、早朝から駐車できないこともあり、苦情が多い。

⚫民間活力により青空駐車場を増設し、ベルビアの地下や東口にもある市営駐車
場を民間事業者による一元管理にしたい。



3-2 青森県むつ市 〈ＵＲ都市機構のコーディネート事例〉

24

賑わいと稼ぐエリア【田名部まちなか】
※商業施設等が立地する中心市街地

先端高齢者医療と子育てエリア【金谷】
※むつ総合病院と金谷公園

出典：むつ市ホームページ

青森県むつ市は、地方再生コンパクトシティのモデル都市に選定され、市内３つのエリアにおける
事業（都市再生整備計画）の展開等により、コンパクトシティを推進中。
URでは平成30年度から３年間、市の取組みを集中的にサポートします。

臨海公園とスポーツエリア【大湊】
※克雪ドームと建設中の総合アリーナ



URに求められている
支援内容

事業効果の最大化
に向けた取組み

（一例）

25

今後の進め方

単に病院や市営住宅を建て替える（ハード整備）だけではなく、市の将来ビジョン等を
踏まえ、ソフト施策も絡めた「施策間連携」による事業効果の最大化を目指すため、
市の各部局担当者が一堂に集まり、集中検討会を開催。

【集中検討会】 各事業のコンセプトや連携方策等について３日間で集中的に議論（H30.8開催）

 先端高齢者医療と子育てエリア（金谷地区）における
「病院建替や公園再整備に伴うまちづくりビジョンの策定支援」

 賑わいと稼ぐエリア（田名部まちなか地区）における
「市営住宅の集約建替事業に伴う民間収益施設導入に関する支援」

市職員らによる議論

集中検討会における議論の方向性等を踏まえ、各事業についてより具体的な検討を実
施。コンパクトシティ実現のためにURは今後とも市に寄り添った支援を継続。（市庁内
でも関係部局間の更なる連携に向けて定例ミーティングを実施中）

専門家によるアドバイス

3-2 青森県むつ市 〈ＵＲ都市機構のコーディネート事例〉



3-3 事業実施事例 〈ＵＲ都市機構〉
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H30.４現在４大都市圏以外におけるＵＲの都市再生事業等
札幌市創生1.1.1区北1西1
市街地再開発事業(受託)(1.2ha)
土地有効利用事業（0.03ha）

仙台市あすと長町
土地区画整理事業
(82.0ha)

長岡市大手通表町東
土地有効利用事業（0.1ha）

柏崎駅前（柏崎市）
土地区画整理事業(11.1ha)

須賀川市八幡町(震災復興)
市街地再開発事業(受託)(2.9ha)（完了）

勝田駅東口（ひたちなか市）
市街地再開発事業(受託)(1.5ha)

水戸駅南口（水戸市）
土地区画整理事業(11.2ha)

中の町Ａ（沖縄市）
市街地再開発事業(1.2ha)

静岡東部拠点第一（沼津市）
土地区画整理事業(12.1ha)

藤枝駅前一丁目８街区（藤枝市）
市街地再開発事業（受託）（0.9ha）鈴鹿市南玉垣・白子

防災公園街区整備事業(7.3ha)
土地区画整理事業（17.6ha）

和歌山市けやき大通り
市街地再開発事業(0.6ha)

大津市春日町
土地有効利用事業(0.03ha)

広島二葉の里（広島市）
土地区画整理事業(13.9ha)
関連公共施設整備事業（受託）

飯塚市本町
土地区画整理事業(受託)(0.7ha)

北田大手町（鹿屋市）
市街地再開発事業(1.7ha)

事業中地区（６地区）

完了地区（１3地区）

＜凡例＞

石岡市石岡一丁目
土地有効利用事業(1.6ha)

荒尾駅周辺拠点
土地区画整理事業(受託)(34.5ha)

沼津市大手町三丁目
土地有効利用事業（0.08ha）



○郊外への大型店の立地などによる、中心市街地の衰退

○街なかの暮らしを支える機能が不十分

○中心市街地の公有地が活用されていない

○公平・中立の立場を活かし、

コーディネーターとして開発事

業者コンペ実施を支援し、民間

事業者による公益施設を誘導

○藤枝市の市街地総合再生計画の

策定支援協力

○再開発事業の組合をURが支援し

街なか居住中核サービス拠点を

形成する再開発事業を推進

3-3 事例① 静岡県藤枝市 〈ＵＲ都市機構〉
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西友

中央青果市場 東海ガス藤枝本部

法務局藤枝出張所

市民武道館

市民体育館

県武道館

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図25000（空間データ基盤）、数値地図
2500（空間基盤データ）及び基盤地図情報を使用した。（承認番号 平29情使、第178号）

●低未利用な土地建物の更新等に

よる公共施設・住宅等の整備

③文化センターのﾘﾆｭｰｱﾙ
市民交流センター、展示

ギャラリー、ホール等

④駅前一丁目8街区
市街地再開発事業
商業、公益、住宅等

⑤駅前一丁目６街区
市街地再開発事業
商業、住宅等

●市有地の有効活用

①ＢｉＶｉ藤枝
市立図書館、シネコン、商業等

②オーレ藤枝
ﾌｨｯﾄﾈｽ、商業業務、ホテル等

中心市街地活性化基本計画

第1期：H20～H24年度

第2期：H25～H29年度 28

①②

③
⑤

④

3-3 事例① 静岡県藤枝市 〈ＵＲ都市機構〉



駅北口の低未利用街区

藤枝順心高校
静岡県武道館

ＪＲ藤枝駅

アピタ藤枝店

中心市街地であるＪＲ藤枝駅周辺には活用されていない公有地や低未利用地が散在

旧市立病院跡地を市及び土地開発公社が
取得し、多目的広場として暫定利用

29

ＪＲ藤枝駅

国鉄清算事業団等から市が
取得し、駅南土地区画整理
事業により土地を集約し、
将来のまちづくり用地とし
て保有

病院跡地

ＡＢＣ街区

3-3 事例① 静岡県藤枝市 〈ＵＲ都市機構〉



3-3 事例① 静岡県藤枝市 〈ＵＲ都市機構〉

ＢｉＶｉ藤枝の公民連携スキームの経緯
■平成 7年 旧市立病院移転 （市及び市土地開発公社で土地取得）

■平成18年 市有地の土地活用に関する基本方針策定

■市の方針 民間活用を図りながら文化・学習機能を整備

民間事業者・開発計画募集のため提案競技実施

■URのコーディネート

●開発事例検討 （立地可能な施設のないよう、規模等の検討）

●モデル計画検討 （民間事業者が進出可能な事業の組立ての検討）

●建設条件案の作成 （事業者選定手続き等の支援）

●提案計画等の評価作業支援

●優先交渉権者との計画設計協議支援

■平成18年 9月 事業提案競技募集要項公表 ⇒ 平成18年1月 １社応募

市有地に事業用定期借地権を設定（20年間）。市は公共施設床（図書館）を賃貸

■平成19年 2月 審査委員会開催(計２回)、審査結果答申
■平成19年 3月 最優秀提案者と基本協定締結
■平成19年10月 事業者と事業契約締結
■平成20年 3月 着工
■平成21年 2月 オープン

事業用借地権設定契約締結（20年間。再設定10～20年間）、建物賃貸借（公共施設）契約締結

30



■事業の内容

■事業スキーム

地代・市税公益施設
床賃料

31

3-3 事例① 静岡県藤枝市 〈ＵＲ都市機構〉



○平成20年に発生した商店街火災により、約44件（4,000㎡）の店舗が焼失し、

約2,000㎡が低未利用地

○狭隘道路・狭小宅地が多く土地活用が進まない

○人口減少により商店街の活力が低下

○ＵＲは市からの受託により事業

推進を総合支援

○土地区画整理事業に係る事業の

総合調整、換地、移転補償、

補助金要望等の支援

○優良建築物等整備事業に

係る権利者協議会の運営、

民間事業者の募集・選定支援

○商業ゾーンにおける地権

者店舗再建、街並み形成支援

32

まちなか居住の
促進支援

3-3 事例② 福岡県飯塚市 〈ＵＲ都市機構〉



公設市場

千鳥屋本舗

ダイマル
跡地

市営
駐車場

永楽商店街

本町商店街 飯塚本町東地区

火災発生

事業前

火災被災地
被災直後

火災発生

33

3-3 事例② 福岡県飯塚市 〈ＵＲ都市機構〉

◆商業：地区内の「永楽町商店街」、隣接する「本町商店街」が衰退
◆人口：当地区周辺の居住人口が減少
◆狭隘道路、狭小宅地が多く存在
◆火災（平成20年4月）により、約44軒（約4,000㎡）が被災し、約2,000㎡以上の
低未利用地が存在



子育てプラザ
整備事業
（飯塚市）

広場（200㎡）

子育てプラザ
（720㎡）

区画道路 6m

区
画
道
路
6

m

区画道路 6m

商業ゾーン

商
業
ゾ
ー
ン

居住ゾーン（2,000㎡）
（高度利用推進区）

優良建築物等
整備事業

（㈱ｴｽﾄﾗｽﾄ）

売却希望者の換地申出によ
る街区形成
（Ｈ25.5地権者申出32件）

商業継続希望者等に
よる個別換地

商業ゾーン

商業継続希望者等に
よる個別換地

34

◆ 施 行 者 ：飯塚市

◆ 施行地区：0.65ha

◆ 事業期間：H25.3～H29.3（清算期間除）

◆ 事業費 ：25.4億円

3-3 事例② 福岡県飯塚市 〈ＵＲ都市機構〉



権利者の意向を把握し、申し出換地の手法により、居住ゾーンへ換地

【居住ゾーン】
マンション事業者へ土地売却

（32件）

【商業ゾーン】
商業継続意向の地権者への

換地（16件）
※市及び子育てプラザへ土地売却含む

従前 従後

35

3-3 事例② 福岡県飯塚市 〈ＵＲ都市機構〉



整備状況

36

街なか子育てひろば（子育てプラザ整備事業）

事業竣工時

3-3 事例② 福岡県飯塚市 〈ＵＲ都市機構〉



【商業活性化】

権利者
（商業継続者） 権利者(売却等希望者)

民間事業者
飯塚市

・商業継続意向者による店舗再建
・まちなみ形成、賑わい創出

【優良建築物等整備事業】
・売却等希望の権利者から民間事業
者への土地売却

・民間事業者による集合住宅の建築

【子育てプラザ整備事業】

・子育てプラザ（公益施設）
・広場（公共施設）

売却等

・事業推進総合調整
・調査、測量
・事業計画変更
・審議会、評価員会
・換地設計、換地計画
・移転補償
・補助金要望 など

商業ゾーン 居住ゾーン交流ゾーン

【土地区画整理事業の推進】

＜飯塚市による支援＞

＜飯塚市による支援＞

・テナントミックス等の検討
・店舗再建プランの提示
・街なみガイドラインの作成 等

商店街活性化研究会の事務局支援
・権利者協議会の運営
・民間事業者の募集、選定
・土地売買支援 等

（施行者）

委託

委託 委託

37

3-3 事例② 福岡県飯塚市 〈ＵＲ都市機構〉



○中心市街地の商業施設の連鎖的な閉店等による空洞化、老朽化

市が推進する「まちなか型公共サービス」
を柱とする中心市街地活性化を支援。
市へ職員を派遣するとともに、大手通坂之
上町地区について、以下の取組みを実施

○市より事業化検討調査業務を受託

○旧大和百貨店の土地取得
○再開発事業の施行予定者として、事業計
画の策定、行政･権利者との協議を推進

3-3 事例③ 新潟県長岡市 〈ＵＲ都市機構〉

38

旧大和百貨店

全国初まちなか型市役所の実現（長岡市資料）

大手通坂之上町地区現況



大手通坂之上町地区第一種市街地再開発事業

施行者：UR都市機構(予定）

区域面積：約17,000㎡

スケジュール：

平成24年度 準備組合設立

平成29年度 準備組合よりＵＲへ施行要請

平成30年度 都市計画決定、事業計画認可予定

新元号4年度 駐車・にぎわい棟 オープン予定

新元号5年度 住まい・にぎわい棟、米百俵棟西館

オープン予定

新元号7年度 米百俵棟東館 オープン予定

3-3 事例③ 新潟県長岡市 〈ＵＲ都市機構〉

39

再開発の基本コンセプト

~100年先の長岡のために 長岡開府400年記念事業~
人づくり・産業振興を総がかりで支える地方創生の拠点
「米百俵プレイス（仮称）」を整備する

大手通坂之上町地区第一種市街地再開発事業

ﾊﾟｻｰｼﾞｭ棟

ｺﾐﾆﾃｨ
空間



熊本地震

糸魚川大火

平成28年台風10号
（岩手県岩泉町） 東日本大震災

3-4 災害復興支援（ＵＲ都市機構）

現地400人体制で東日本大震災の被災市街地の復興を総合的に支援

・平成28年に災害が発生した熊本、岩泉、糸魚川で、災害復興支援に取組み中

24の被災自治体と復興まちづくりを推進するための覚書・
協定を締結 復興市街地整備事業、災害公営住宅の整備を実施

東日本大震災
（H23.3.11）

災害公営住宅の整備に向けた
支援等を実施

熊本地震
（H28.4.14前震,16本震）

復興まちづくり計画策定支援
等を実施

平成28年台風
10号（H28.８.30）

復興まちづくり計画策定支援
や人材派遣による復興事業の
推進等を実施

糸魚川市駅北大火
（H28.12.22）

40



3-5 事業実施等の支援 （再開発協会）

41

【業務代行等選定支援】

市街地再開発事業において特定業務代行者等を決定していく上では、利害関係等

の影響を受けずに公正な立場から選定していくことが重要です。

再開発協会では、市街地再開発組合（準備組合）や地方公共団体等からのご依頼

に応じて、公的な第三者機関の立場から専属の選定審査委員会を組織し、公平性、

透明性、競争性を確保しながら事業への参画を希望する民間事業者から提出された

提案書を審査・評価する選定支援業務を受託しております。

【平成29年度受託実績】

浜松町二丁目地区市街地再開発事業、三田三・四丁目地区市街地再開発事業等



3-6 事業実施等の支援 （促進機構）

42

公共団体が施行する土地区画整理事業の民間事業者包括委託方式による事業化支援

既
成
市
街
地
の
再
編

公
共
団
体
施
行
が
主

・ニーズに合った包括委託

方式の提案

・公募等各種資料の作成

・中立・公平な立場で民間

事業者選定を支援

・正式名称 「民間事業者包括委託方式」

・公共団体が行う業務の相当部分を一括して、民間事業者に委託

・基本的な考え方や方法等を取りまとめた「地方公共団体が施行する土地

区画整理事業に於ける民間事業者包括委託方式ガイドライン」を公表済

特徴①

民間事業者の経験豊富な人材やノウハウにて効率的な事業運営

特徴②

公共団体の負担、特にマンパワーの負担が軽減

特徴③

整備した後の土地活用や地域の活性化にも一定の寄与が期待

○事業を施行管理・調査と工事に分けて、２つの

包括委託を実施

○駅前の「街づくり提案」と「企業誘致協力」も

①福島県新地町

◆上記事例の詳細は促進機構ＨＰで公開中
◆包括委託方式は公共団体の事情に応じた形式が可能
◆公募資料作成や選定審査などのほか多様な支援・協力

事業経験者や人員の対応

期間や費用の効率的事業執行

保留地処分や市街化促進

公共施行の課題
促進機構の事業化支援

包括委託方式の概要・特徴

○施行管理・調査から工事のフル包括委託

○市が所有する土地の利活用業務も

②宮城県仙台市

民間事業者の経験や人材を

活用して、区画整理事業の

施行管理から工事までを

一括して委託し、事業推進

包括委託方式の導入

包括委託方式の主な活用事例
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第４章 資金支援



4-1 金融による支援

44

支援形態

組織名 出資 融資等

民都機構

まち再生出資業務
共同型都市再構築業務

メザニン支援業務

マネジメント型まちづくりファンド支援業務



デット

① 資本の増強
出資額は柔軟に対応（実績：15百万～5,000百万）

② 金融機関にとって公的な性格の資本性資金

③ 担保不要・借地での対応も可

① 10年以内の配当が確実と認められること
（原則として事業の安定稼動後には償還を
求めます）

② デットファースト

バランスシート上の特徴は.. 事業開始後の配当・償還は..

土地･建物
（事業費）

※借地も可

デット
（融資）

エクイティ
(民間･地元資本)

まち再生出資
(優先株などの引受)

需 要 調 達

エクイティ

まち再生出資

事業開始 10年 20年

◆10年以内の配当

◆デットファースト

◆安定稼動後の償還

金融機関の
借 入 金 と
競合しない

その事業のみを行うSPC（TMKやGK-TK等の証券
化スキームだけでなく、株式会社等も可）

4-1 金融（出資）による支援 （民都機構）
まち再生出資の金融面でのポイント
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“ONOMICHI U2”
県営上屋2号

再生事業
[広島県]

オガールプラザ

[岩手県]

東桜町地区
第一種市街地再
開発事業

[広島県]

仙台うみの杜
水族館
[宮城県]

山代温泉山下家

[石川県]

日本平ホテル

[静岡県]

氷見市
“ひみ番屋街・

総湯”
[富山県]

天文館シネマ
パラダイス
[鹿児島県]

九州重粒子線が
ん治療センター
（ｻｶﾞﾊｲﾏｯﾄ）

[佐賀県]

神戸
低侵襲がん
医療センター

[兵庫県]

東京
スカイツリー

[東京都]

魚津
商工会議所ビル

[富山県]

業 務 （事務所）

医 療 宿 泊

熊本城
桜の馬場
“城彩苑”

[熊本県]

商 業

(

市
街
地
再
開
発
事
業)

保

留

床

取

得

法

人

飯田市橋南第二
地区第一種市街
地再開発事業

[長野県]

若草町地区第一
種市街地再開発
事業

[広島県]

仙台ファーストタワー

[宮城県]

観 光

牧志・安里地区
第一種市街地
再開発事業

[沖縄県]

中野
セントラル
パーク

[東京都]

宮崎駅西口
拠点施設整備事
業（KITEN）

[宮崎県]

※説明のために簡略化しており、各施設が必ずしも当該用途だけを含むものではありません。詳しくは支援事例集やホームページをご覧下さい。

松山市
“お城下
ﾊﾟｰｷﾝｸﾞ2番町”

[愛媛県]

4-1 金融（出資）による支援 （民都機構）
幅広い建物用途に対する支援実績
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4-1 金融（出資）による支援 （民都機構）
まち再生出資業務支援事例（地域別）

47

東北

北海道

関東

北陸
信越

中国

東海

近畿

四国

九州

・宮崎駅西口拠点整備事業（宮崎県）
・天文館シネマパラダイス（鹿児島県）
・熊本城桜の馬場“城彩苑”（熊本県）
・九州国際重粒子線がん治療センター(ｻｶﾞﾊｲﾏｯﾄ)（佐賀県）
・旧鹿屋市立菅原小学校活用ﾕｸｻおおすみ海の学校（鹿児島県）

・栄・常盤地区第一種市街地再開発事業（長崎県）
・ｵﾝ･ｻﾞ･ﾙｰﾌﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞﾘﾉﾍﾞｰｼｮﾝ計画（佐賀県）
・タンガテーブルプロジェクト（福岡県）

・東京第一ホテル鶴岡他改修事業（山形県）
・百代リニューアル計画（青森県）
・仙台ファーストタワー（宮城県）
・仙台うみの杜水族館（宮城県）
・いわき駅前地区第一種市街地再開発事業(福島県)

・オガールプラザ（岩手県）
・オガールセンター（岩手県）
・大船渡温泉（岩手県）

・飯田市橋南第二地区第一種市街地再開発事業（長野県）
・武蔵ヶ辻第四地区第一種市街地再開発事業（石川県）
・片山津温泉ながやま（石川県）
・山代温泉山下家（石川県）
・総曲輪通り南地区第一種市街地再開発事業（富山県）
・魚津商工会議所ビル（富山県）
・氷見市“ひみ番屋街・総湯”（富山県）
・飯田“りんご並木横丁”（長野県）
・片町A地区第一種市街地再開発事業（石川県）
・小松駅南ブロック複合施設建設事業（石川県）

・勝どきGROWTH TOWN（東京都）
・篠崎ツインプレイス（東京都）
・東京スカイツリー（東京都）
・鴻巣駅東口Ａ地区第一種市街地再開発事業（埼玉県）
・中野セントラルパーク（東京都）
・SMARK伊勢崎（群馬県）
・ ホテルグリーンコア坂東（茨城県）

・神戸低侵襲がん医療センター（兵庫県）
・ホテルWBFグランデ関西エアポート計画（大阪府）

・恋しき保存再生計画（広島県）
・若草町地区再開発事業（広島県）
・東桜町地区第一種市街地再開発事業（広島県）
“ONOMICHI U2”県営上屋2号再生事業（広島県）

・磐田駅前地区第一種市街地再開発事業（静岡県）
・日本平ホテル（静岡県）
・豊田市駅前通り南地区第一種市街地再開発事業（愛知県）

・名古屋インターシティ（愛知県）
・掛川駅前東街区第一種市街地再開発事業（静岡県）

・牧志・安里地区第一種市街地再開発事業（沖縄県）

・松山市“お城下パーキング2番町”（愛媛県）

※地方自治体が所有する土地の上に、民間事業者が建築物等の整備をする事例の件数

全支援事例 47件
・新函館北斗駅前地区第一街区新函館北斗駅前ビル計画（北海道）



公的不動産活用事業の事例
2. 氷見市ひみ番屋街

3. オガールプラザ・センター

リノベーション事業の事例
4 タンガテーブルプロジェクト

5. ユクサおおすみ海の学校

市街地再開発事業の事例
1. 片町きらら

4-1 金融（出資）による支援 （民都機構）
まち再生出資業務を活用した事例
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4-1 金融（出資）による支援（民都機構） まち再生出資業務事例
1. 片町きらら（片町A地区第一種市街地再開発事業）

• 事 業 者： ㈱ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ片町

• 民都出資額： 200百万円（優先株式）

• 土地所有者： 権利者による区分所有

• 竣 工： H28年5月

◼北陸初出店など、広域からの集客が見込めるテナン
トで構成される商業施設の整備により、中心市街地
の魅力的な賑わいの創出と回遊性向上に寄与する市
街地再開発事業

◼建物の共同化・耐震化による防災性の向上、バスベ
イ・バス待ちスペースとして利用される広場の整備
による都市交通機能の改善にも貢献

石川県金沢市

事 業 概 要

建 物 概 要

• 敷地面積： 4,660㎡

• 延床面積： 15,142㎡
（SPC取得持分：1,264㎡）

• 用 途： 物販施設・飲食施設
ブライダル施設・業務施設

• 規模構造： S造 地上5階・塔屋1階建

施設の特徴

200m20km

計画地

至金沢駅

金沢市
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保留床共有持分ﾏｽﾀｰﾘｰｽ

借入金

優先株式

普通株式

㈱ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ片町

保留床
共有持分
取得

金融機関

関係事業者

融資

まち再生出資

出資

再開発組合

優先出資 関係事業者

テナント

保留床（共有）賃貸

地権者

保留床共有持分取得

保留床共有持分取得

◼ 商業施設の老朽化、陳腐化により活
力が失われつつある中心市街地を活
性化させたい

◼ 防災性の向上、都市交通機能の改善
をしたい

自治体のニーズ

事業者の課題

◼ 地権者等が、保留床を取得して長期
的に資金を回収するまちづくり会社
を設立

再開発事業を成立させるために

まち再生出資の活用により…

◼エクイティ支援で事業の安定性向上に寄与
◼地元からの出資、金融機関による融資の呼び
水に

市街地再開発事業の施行

◼ 賃料収入の下落リスク等に備えるとと
もに、銀行融資を受けるにあたって資
本増強による財務基盤拡充が必要
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4-1 金融（出資）による支援（民都機構） まち再生出資業務事例
1. 片町きらら（片町A地区第一種市街地再開発事業）



4-1 金融（出資）による支援（民都機構） まち再生出資業務事例
2.氷見市“ひみ番屋街・総湯

◼市有地を活用した「道の駅」

◼立山連峰を望む富山湾に面し、地元産の食材を
使った飲食や物販店舗と温泉施設を併設

◼年間来場者数は124万人（H28年度）と盛況

施設の特徴

• 事 業 者： 氷見まちづくり㈱

• 民都出資額： 150百万円（優先株式）

• 土地所有者： 氷見市

• 竣 工： H24年9月

●

富山県氷見市

事 業 概 要

建 物 概 要

• 敷地面積： 10,632㎡

• 延床面積： 3,835㎡

• 用 途： 物販・飲食・温浴施設

• 規模構造： 木造平屋建て

50km

200m

氷見市

富山市

金沢市

20km

事業地

旧海鮮館
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◼ 北陸新幹線開業前に、「氷見ブランド」を
全国に発信し定着させたい

◼ 近傍の「フィッシャーマンズワーフ」に代わ
る新たな集客拠点を整備し、和倉温泉の
経路上で観光客を獲得したい

◼ 氷見市のほか、地元企業を中心に設立

北陸新幹線の開業・能越道の開通etc
交通網の劇的な変化が見込まれる

地域のニーズ

民間事業者の成り立ち

開業費

借入金

優先株式

普通株式

補助金

氷見まちづくり㈱

工事費

金融機関

氷見市

関係事業者

氷 見 市
（土地所有者）

借地契約

出資・融資

4-1 金融（出資）による支援（民都機構） まち再生出資業務事例
2.氷見市“ひみ番屋街・総湯”

まち再生出資

まち再生出資の活用により…

◼民都支援により、厳しい経済環境下で出融資
の呼び水に

地域が抱える課題

テナント

賃貸

一部直営事業
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• 事業者 ： オガールプラザ㈱

• 民都出資額： 60百万円（優先株式）

• 土地所有者： 紫波町

• 竣 工 ： H24年6月

• 敷地面積 ： 5,640㎡

• 延床面積 ： 5,826㎡

• 用 途 ： 図書館・店舗・診療所

• 規模構造 ： 木造2階建て(一部RC造)

◼請願駅「紫波中央」周辺の土地開発事業で取得した町
有地を、民間のアイディアと資金を導入し施設整備

◼オガールプラザは公益施設（図書館・子育てセンタ
ー）と民間施設（産直・クリニック・飲食店等）の合
築

◼オガールセンターはオガールプロジェクトの最終街区
事業で隣接する保育園との連携が期待される小児科ク
リニック、病児保育室の他、紫波町の教育支援施設、
商業テナントで構成

◼公益施設の賑わいが商業にも波及するPPPの好事例と
して注目を集めている

岩手県紫波町

事 業 概 要施設の特徴

200m20km

紫波町

花巻市

紫波中央駅

盛岡市

事業地

• 事業者 ： オガールセンター㈱

• 民都出資額： 40百万円（優先株式）

• 土地所有者： 紫波町

• 竣 工 ： H29年5月

• 敷地面積 ： 1,711㎡

• 延床面積 ： 1,189㎡

• 用 途 ： 診療所・飲食店・共同住宅等

• 規模構造 ： 壁式RC造2階建て(一部木造)

4-1 金融（出資）による支援（民都機構） まち再生出資業務事例
3.オガールプラザ・オガールセンター整備事業
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出資

融資

◼ 新しいまちの起爆剤になる開発を、民間のノウ
ハウと資金で実現したい

◼ 老朽化した公共施設（図書館や市役所）の更新
も進める必要がある

◼ 「将来の暮らし」を実現・継続する工夫

◼ 紫波町（39％）や地元企業などで出資する「オガール
紫波」を設立

◼ 官民複合施設を整備したのち、情報交流館を市に売却
しテナント事業を運営

◼ テナント先付により施設規模を決定

駅 前 の 町 有 地 が 空 き 地 の ま ま 1 0 年 経 過

町 は 施 設 整 備 の 予 算 措 置 が で き な い 状 態

紫波町のニーズ

民間事業者の成り立ち

地域が抱える課題

借入金

優先株式

普通株式

オガールプラザ㈱

工事費
開業費

金融機関

地元企業

紫波町（土地所有者）

借地契約

まち再生出資

◼官民一体となった公民連携事業を後押し

交流ｾﾝﾀｰ
売却収入 紫波町（公共施設管理者）

売却

テナント賃貸

オ
ガ
ー
ル
プ
ラ
ザ
整
備
事
業

オ
ガ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
整
備
事
業

◼ 公民連携手法による役場、図書館の建設と町有
地を活用した開発の方向性を示す …将来の暮
らしをイメージ…

H21「公民連携基本計画」策定

融資

出資

借入金

優先株式

普通株式

オガールセンター㈱

工事費
開業費

金融機関

地元企業

紫波町（土地所有者）

借地契約

まち再生出資

テナント賃貸
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4-1 金融（出資）による支援（民都機構） まち再生出資業務事例
3.オガールプラザ・オガールセンター整備事業



• 事 業 者： (株)タンガテーブル

• 民都出資額： 15百万円（匿名組合出資）

• 物件所有者： 民間業者（賃貸）

• 竣 工： H27年9月

◼増加傾向にある北九州市小倉都心地区の遊休不動産
をゲストハウス・飲食店等にリニューアル・コンバ
ーションする事業

◼経済活動の活性化を図って雇用を創出し、小倉都心
地区の魅力を高めることが期待されている事業

福岡県北九州市小倉北区

事 業 概 要

建 物 概 要

• 敷地面積： 602㎡

• 延床面積： 4,964㎡

（4階部分） （725㎡を賃借）

• 用 途： 飲食店舗、宿泊施設

• 規模構造： RC造 一部S造 6階建

施設の特徴

20km

小倉駅

200m

北九州市小倉

計画地
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4-1 金融（出資）による支援（民都機構） まち再生出資業務事例
4. Hostel and Dining タンガテーブル



地域が抱える課題

事業者の課題

金融機関の課題

まち再生出資の活用により…

◼ 賃借物件における有効活用事業であること
から、担保力に限界がある

◼ 国内にてなじみの薄い宿泊施設のため参
考指標も少なく、需要が見通しにくい

◼ エクイティの比率を十分確保することで事業
の安定性を高めたい

◼遊休不動産をゲストハウス等にリニューア
ルコンバーションするプロジェクトを支援

◼ 中心市街地の経済活動の停滞

◼ 遊休不動産の増加（店舗だけでなく、オフィ
スにも大量の空室が発生している）

株式会社北九州家守舎が主催する

リノベーションスクール＠北九州にて

「ゲストハウス」への転換を事業化提案
(株)タンガテーブル

ﾘﾉﾍﾞｰｼｮﾝ
工事費等

ビルオーナー

定期借家契約

借入金

匿名組合
出資

普通株式

金融機関

関係事業者

融資

まち再生出資

出資

事業者自らが運営

ﾘﾉﾍﾞｰｼｮﾝｽｸｰﾙ
開催を支援

㈱北九州家守舎 他

北九州市

4-1 金融（出資）による支援（民都機構） まち再生出資業務事例
4. Hostel and Dining タンガテーブル
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• 事 業 者： ㈱Katasudde

• 民都出資額： 15百万円（優先株式）

• 土地所有者： 鹿屋市

• 竣 工： H30年4月
◼周辺地域の過疎化により廃校となった小学校施設
をリノベーションし、宿泊施設、食堂、地域産品
の販売店等で構成される観光交流拠点を整備する
公民連携事業

◼錦江湾を望む恵まれたロケーションを活かし、地
域の魅力を発信することで、周辺地域への来訪者
の増加、交流人口の拡大による地域活性化が期待
されている

鹿児島県鹿屋市

事 業 概 要

建 物 概 要

• 敷地面積： 17,515㎡

• 延床面積： 1,725㎡

• 用 途： ホテル、飲食物販店舗等

• 規模構造： RC造 地上2階

施設の特徴

20km

鹿屋市

鹿児島市

事業地

鹿屋体育大学

200m

4-1 金融（出資）による支援（民都機構） まち再生出資業務事例
5.ユクサおおすみ海の学校



4-1 金融（出資）による支援（民都機構） まち再生出資業務事例
5.ユクサおおすみ海の学校
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◼ 新規事業展開にあたっての公的な有形・無
形のバックアップが必要

◼ 将来予測の難しい事業であるため、立ち上
げ時に十分なエクイティを確保すること
で事業の安定性を高めたい

◼ 新たな観光需要を創出する事業であり、事
業採算性が見通しづらい

◼ 市所有の土地建物を活用した事業のため、
不動産を担保にした融資が困難

魅力的な観光資源を活用するために、観
光客の滞留を促す交流拠点の整備が必要

民間事業者の課題

金融機関の課題

地域が抱える課題 まち再生出資の活用により…

◼事業の円滑な立上げと安定性向上に寄与す
るエクイティ支援を行い、公民連携事業を
後押し

金融機関等

地元企業
関係事業者

鹿屋市
（施設所有者）

貸借契約

融資

まち再生出資

テナント
（一部店舗）

賃貸借契約

出資

借入金

優先株式

普通株式

㈱Katasudde

リノベーション
工事費他



複数のまちづくり事業を連鎖的に行うことにより
〇エリア価値の向上
〇空き家・空き店舗対策等地域の課題解決に貢献

地域金融機関と民都機構が連携して「まちづくりファンド」を組成し、当該ファンドからの出
資により、リノベーションその他の民間まちづくり事業を一定のエリアにおいて連鎖的に進め
ることで、当該エリアの価値向上を図りつつ、地域の課題の解決に貢献します。

エリアの価値向上のイメージ

4-1 金融による支援（出・融資）
マネジメント型まちづくりファンド支援業務
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スキーム図（イメージ）

ファンドの概要○ 存続期間 ：最長20年（各事業に対する投資回収期間は必要に応じ、
最長10年まで）

○ ファンド形態：LLP （有限責任事業組合）、LPS（投資事業有限責任組合）等
からファンドの規模等を踏まえて選択

○ ファンド規模：数千万円～数億円を想定

○ 民都機構の出資額：ファンド総額の１／２を上限
4

4-1 金融による支援（出・融資）
マネジメント型まちづくりファンド支援業務
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〇ファンドの支援対象事業

・まちづくりファンドは、民間事業者の行う次のようなまちづく
り事業（以下、民間まちづくり事業）を支援対象とします。

1)古民家や空き家など未利用・遊休不動産の改修等による商業
施設、事務所、宿泊施設等の整備事業

2)ベンチャー企業や研究機関等の交流や連携、地域における創
業支援等に寄与する施設の整備事業

3)子育て支援施設、社会福祉施設など地域の居住者の利便向上
に資する施設の整備事業

・支援対象となる民間まちづくり事業は、建物のリノベーション
等の施設の整備に係るハード事業を原則とます。なお当該事業
と関連して一体不可分なソフト事業を含むことはできますが、
人件費、賃借料その他経常的な経費に係る部分は除きます。

〇選定基準
・地域内の一定の区域の価値向上を図りつつ、当該地域の課題解
決に資する民間まちづくり事業であること

・ファンドから出資する場合は、当該出資を受けた後おおむね５
年以内に当該対象事業から配当を行うことが確実であると見込
まれること

・ファンドによる出資等の回収期間は最長１０年を目途とするこ
と 等

民間まちづくり事業の例

4-1 金融による支援（出・融資）
マネジメント型まちづくりファンド支援業務
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〇まちづくりファンドから対象事業への支援

・対象事業への出資の支援は、民間まちづくり事業を行うこ
とを目的とするSPCやまちづくり会社等※の優先株式の取
得か他の事業を広く行うまちづくり会社等を営業者とする
匿名組合契約に基づく出資等の方法により行います。（社
債取得による支援も可能です）
※他の事業が無い、もしくは少ない場合

・ファンドが対象事業を行う者に対して出資できる額は、当
該出資を受けた後の事業者の資本の額の３分の２又は総
事業費の３分の２のいずれか少ない額までとなります。

・ファンドから事業者に投資された資金は、対象事業に充て
られなければなりません。

まちづくり会社等
地
域
金
融
機
関

〇○まちづくり
ファンド

民
都
機
構

出資出資

融資

出資

他の事業

対象事業の
整備・運営
事業費

借入金

匿名組合出資

資本金

対象事業の
整備・運営
事業費

借入金

優先株式

SPC・まちづくり会社等

地
域
金
融
機
関

〇○まちづくり
ファンド

民
都
機
構

出資出資

融資

出資

SPC・まちづくり会社等（他の事業

が無い、もしくは少ない）の場合

他の事業を広く行う
まちづくり会社等の場合

資本金

4-1 金融による支援（出・融資）
マネジメント型まちづくりファンド支援業務
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組成実績(H30.11現在）

4-1 金融による支援（出・融資）
マネジメント型まちづくりファンド支援業務

62

商店街を中心に、空き店舗等を活用して、多
数のスモールソーシャルビジネスの創出を支
援し、高齢化や商店街の衰退などの地域課題
の解決を図ります。

○ファンド総額：5,000万円
（大阪シティ信金：2,500万円、民都機構：2,500万円）

○対象エリア：JR大阪環状線内の商店街など

シティ信金PLUS事業大阪まちづくり
ファンド H29.9組成

朝日信用金庫は、東京文化資源会議に参画し、
「生活文化資源」とされる谷根千地区の風情あ
る古民家や路地の保全に取り組んでおり、当フ
ァンドはこれら古民家等のリノベーション事業
を支援します。

○ファンド総額：10,000万円

（朝日信金：５,000万円、民都機構：5,000万円）

○対象エリア：谷根千地区及びその周辺地区

谷根千まちづくりファンド H30.3組成

沼津市と連携しつつ、民間・公共の遊休不動産
再生など、リノベーションの取組をさらに進め、
地域の魅力向上と交流人口・定住人口の増加を
図ります。

○ファンド総額：4,000万円
（沼津信金：2,000万円、民都機構：2,000万円）

○対象エリア：沼津市域内のまちなか及びストックの
活用により集客の拠点となりうるエリア

城崎このさき100年会議やまちづくり会社などの
エリアマネジメント活動と連携して、廃業旅館の
再生・リノベーションなどにより城崎温泉街の風
情ある町並み、景観の維持を図ります。

○ ファンド総額： 6,000万円
（但馬信金：3,000万円、民都機構：3,000万円）

○ 対象エリア：兵庫県豊岡市城崎町の城崎温泉地区

城崎まちづくりファンド H30.1組成

JR長野駅から善光寺周辺の中心市街地の空き
家・空き店舗等をリノベーション等で活性化
します。
○ ファンド総額： 8,000万円
（長野信金：4,000万円、民都機構：4,000万円）

○ 対象エリア：長野市中心市街地及び善光寺周辺

NAGANOまちづくり応援ファンドH30.11組成

支援案件 ゲストハウス城崎若代

支援案件 INN THE PARK

支援案件
八代目傳伝左衛門めし屋

ぬまづまちづくりファンド H29.9組成



支援実績

◼ 本案件は、利用者の減少等により廃止された沼津市の公共施設で
ある「少年自然の家」を民間事業者のノウハウを活用し、自然を
体験できる宿泊施設にリノベーションしたプロジェクトです。

◼ 宿泊棟をリノベーションしたりドームテントと呼ばれる球状のド
ーム型テント等が整備されました。

◼ 東京の建築設計会社の(株)オープン・エーが設立したSPC((株)
インザパーク）が事業者となり、ファンドからは優先株式の取得
により支援しています。

対象会社 株式会社インザパーク

対象事業
「泊まれる公園」INN THE PARK
（静岡県営 愛鷹広域公園内）
（静岡県沼津市足高20-4）

出資実行日 平成29年10月30日

施設概要
宿泊棟×４棟、ドームテント×１棟
釣りテント×１棟
本館（フロント、サロン他）

ホームページ https://www.innthepark.jp/

宿泊施設の整
備・運営事業

借入金

資本金

優先株式

(株)インザパーク(SPC)

沼津信用金庫

ぬまづまちづくりファンド

(株)オープン・エー

民都機構

出資出資

融資

出資

出資

◼ 本案件は、良好な風情・佇まいを持ち地域の景観維持に貢献し
ている和風旅館を保存・利活用するプロジェクトです。

◼ 城崎温泉地域に不足しているゲストハウス（女性専用）として
リノベーションしました。

◼ 城崎温泉地域の観光協会や旅館業組合が出資し、まちづくり活
動を推進している「まちづくり会社 湯のまち城崎」が事業者
となり、ファンドからは匿名組合出資により支援されています。

対象会社 まちづくり会社 (株)湯のまち城崎

対象事業
ゲストハウス城崎若代
（兵庫県豊岡市城崎町湯島737）

出資実行日 平成30年4月2日

施設概要 客室5室（個室4、ドミトリー１）

ホームページ https://kinosaki-wakayo.jp/

まちづくり会社 湯のまち城崎

但馬信用金庫

城崎まちづくりファンド

民都機構

出資出資

融資

出資

本体事業

ゲストハウスの
整備・運営事業

借入金

匿名組合出資

資本金

ぬまづまちづくりファンド投資案件
「ＩＮＮ ＴＨＥ ＰＡＲＫ」

城崎まちづくりファンド投資案件
「ゲストハウス城崎若代」

4-1 金融による支援（出・融資）
マネジメント型まちづくりファンド支援業務
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【メザニン支援業務】

・SPC（特別目的会社）等による多額の資金需要に対応し、長期プロジェクトの安定に寄与します。

・民間金融機関（銀行など）からの融資で調達が不足する場合に、劣後資金を拠出します。

【共同型都市再構築業務】

・事業会社による資金調達を長期かつ安定的に（最大20年までの固定金利で）支援します。

・民間金融機関（銀行など）と協調して、幅広いプロジェクトに資金を拠出します。

⇒目先の金融環境に左右されない、長期・安定的な融資制度です。

4-1 金融による支援（融資）
長期安定型融資制度の位置づけ

65

【共同型】 さいたま新都心 コクーン２

事業地 ：埼玉県さいたま市

事業者 ：片倉工業㈱

用途 ：商業施設等

着工 ：2014年2月

竣工 ：2015年3月

支援時期：2015年1月

支援金額：20億円

【メザニン】 赤坂インターシティＡＩＲ（赤坂一丁目地区

第一種市街地再開発事業）
事業地 ：東京都港区

事業者 ：赤坂一丁目再開発TMK

用途 ：オフィス、住宅等

着工 ：2014年1月

竣工 ：2017年9月

支援時期：2013年10月

支援金額：158億円



4-1 金融による支援（融資）
共同型都市再構築業務（賃貸型）

○地方自治体にとって、老朽化・拡散した公共公益施設の更新・再編等は喫緊の課題であり、その際、民間資金・ノウハウを活用して整

備を行うことが有効である。

○一方、公共公益施設等は他の施設と比べて低収益となる傾向があることなどから、大都市中心部を除き、リスクを引き受けることがで

きる民間事業者が限られ、事業が円滑に進まないことが多い。このため、平成30年度より下記のスキームを拡充。

平成３０年度
新設制度

住居・オフィス・
商業・ホテル等

民間都市開発事業

賃料

賃貸

無利子
貸付

借入れ

国

民間金融
機関

民都機構

民都機構が民間事業者と
共同施行後、

公共公益施設等を保有し、
地方公共団体等に賃貸

地方公共団体等

スキーム

公共公益
施設等

地方公共団体等が、一定期間
民都機構へ賃料を支払い、

期間終了後に公共公益施設等を取得

⇒
関係者の主なメリット

主な要件

■事業区域が、立地適正化計画において位置付けられた都市機能誘

導区域内にあること※

■事業全体の区域面積 ：500㎡以上

■事業全体の延床面積 ：原則2,000㎡以上（緩和措置あり）
※ 東京都特別区、武蔵野市、三鷹市、川口市、横浜市、川崎市、京都市、大阪

市、堺市、守口市、東大阪市、神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、名古屋市等

については、この限りでない。

なお、東京都特別区、大阪市、名古屋市旧市街地については、建物用途制限あり。

支援内容

■民都保有期間 ：原則上限20年（20年超は応相談）

■民都持分上限 ：民間都市開発事業全体の「総事業費の50％」

又は「公共施設等整備費」のうち、いずれか少

ない金額に相当する持分

■民都保有期間

終了後

：地方公共団体等は、当該施設を取得可能※

※当初契約時に、最終的な譲渡先・条件を取り決め

○公共施設整備に係る初期費用を負担せずに支出を平準化。
○賃料負担を軽減することが可能。
○自治体が賃借する施設の所有者が、民都機構（国土交通大臣の指定を受けた法人）となる。

PPP事業を促進するとともに、
公共公益施設の再編を推進
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4-2 助成による支援

民都機構
クラウドファンディング活用型

まちづくりファンド支援業務

促進機構 街なか再生助成金



4-2 助成による支援

組織名 民都機構 促進機構

制度 クラウドファンディング活用型まちづくりファンド支援業務 街なか再生助成金

概要 地域住民、地元企業等によるまちづくりファンド（基
金）への民都機構の資金拠出

・街なかにおける市街地整備や街なか再生
に資する地権者や住民等が主体となった
取り組み等について、資金面で助成

必須
要件

①基金の主体

・地方公共団体が設置する基金

・公益信託 ・公益法人

・市町村等が指定するNPO等の非営利法人

・指定まちづくり会社 ・復興まちづくり会社

②地方公共団体からの資金拠出

・市街地整備を推進する準備組織等

・法人格を取得しているＮＰＯ

・中心市街地活性化協議会等

※全国を対象としてる団体は不可。

限度額 次の3つの内の最少額

①まちづくりファンドの規模、助成の対象等を考慮
し、最大1億円まで

②地方公共団体の拠出額

③総資産額の1/2

・約１００万円以内／件
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等

MINTO機構の拠出金額の限度は、次の①～③のうち最も少ない金額となります。
①まちづくりファンドの規模、助成等の対象等を考慮し、必要と認められる場合には、最大1億円まで
②当該まちづくりファンドに対する地方公共団体の拠出金額
③当該まちづくりファンドの総資産額（MINTO機構拠出分を含む）の１／２

⚫ 住民等による 景観形成・観光振興・地域振興などの地域の自発的なまちづくりの取り組みを応援します。

⚫ 自治体等に設置する『まちづくりファンド』に資金拠出することにより、住民等の事業者がクラウドファン

ディングによる自己資金調達を前提に助成等を行います。

⚫ MINTO機構の拠出金は、NPOや住民等によるハード事業、クラウドファンディングと一体となるソフト事

業への助成等に活用できます。

⚫ MINTO機構の拠出金は、原則として返済の必要はありません。

4-2 助成による支援 （民都機構）
クラウドファンディング活用型まちづくりファンド支援業務

等
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街並み景観のための建物・塀などの改修、緑化・植栽 など

ポケットパーク、並木、モニュメント、ライトアップ、アートギャラリー など

空き店舗、古民家等の改修による市民交流の場の創出（コミュニティレストラン・カ
フェ、障害者自立支援、高齢者支援、子育て支援） など

歴史的建造物、水車等の工作物、波止場・護岸等の保全・改修 など

滞在型観光拠点、休憩場所・イベントスペース、物産品販売所、観光案内所、案内
板・サイン、防犯ステーション、防犯灯、防犯カメラ など

まちの魅力アップ

市民交流拠点

伝統文化の継承

観光振興・安全安心まちづくり

景観形成

施設等の新設・改修などを伴う地域住民等の自発的なまちづくり活動を支援します（支援対象の
施設等を活用して、地域住民等によるまちづくり活動が継続的に行われることが重要）

4-2 助成による支援 （民都機構）
クラウドファンディング活用型まちづくりファンド支援業務 対象事業の例
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伝統文化の継承（歴史的資産の保存復元）

71

4-2 助成による支援 （民都機構）
クラウドファンディング活用型まちづくりファンド支援業務 支援事例

ファンド名：なごや歴史まちづくり基金（平成２７年度支援）

事 業 者：特定非営利活動法人 ｺﾝｿｰｼｱﾑ有松鳴海絞

事 業 地：名古屋市緑区有松

助 成 年 度：平成２８年度

事 業 概 要：江戸時代から継承される町並みが残る重要伝統的建造物群保存地区の有松で、築100 年以
上の歴史的建造物を有松絞りのライブラリーカフェとして再生。観光客と町の人が気楽に立
ち寄って集まり、伝統産業「絞り」を通して交流できる場として賑わっています。

https://camp-fire.jp/projects/view/12280
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伝統文化の継承（歴史的資産の保存復元）

4-2 助成による支援 （民都機構）
クラウドファンディング活用型まちづくりファンド支援業務 支援事例

ファンド名：京町家まちづくりクラウドファンディング支援基金（平成２７年度支援）

事 業 者：株式会社 中藏

事 業 地：京都市中区西ノ南聖町

助 成 年 度：平成２８年度

事 業 概 要：大正時代築の京町家を一棟貸し旅館「藏や」として改修活用する本事業では 、空き家とな
っていた京町を改修することで地域の景観保全に寄与することも目的としています。

平成29年7月に「京都の生活を体験する」というテーマで、オープンしました。

この間にも、多数のメディアにより当施設及び隣の錫工房での「体験」をテーマに取材を受
けており、予約も順調に推移しています。

https://www.securite.jp/fund/detail/2609



景観形成（建物の修景）

4-2 助成による支援 （民都機構）
クラウドファンディング活用型まちづくりファンド支援業務 支援事例

ファンド名：未来ファンドおうみ（平成２７年度支援）

事 業 者：あいとうふくしモール運営委員会

事 業 地：滋賀県東近江市小倉町

助 成 年 度：平成２８年度

事 業 概 要：あいとうふくしモールの拠点として古民家を確保し、新しい拠点「ほんなら屋」をつ
くりました。キッチンを活用し、地元産のお米で握るおにぎり「あいとうむすび」の
開発、それに付随する漬物などの加工販売をしたいと考えて施設の改修を行い、また
若者の活動拠点として活用されています。

https://readyfor.jp/projects/aitomusubi
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ファンド名：未来ファンドおうみ（平成２７年度支援）

事 業 者：特定非営利活動法人 結びめ

事 業 地：滋賀県高島市安曇川町中野

助 成 年 度：平成２８年度

事 業 概 要：空き家改修をきっかけに、田舎の楽しい未来を＜想像＝創造＞したいと考えています。
具体的には、①おいしい水と暮らす【小さな空き家】をワークショップ形式で改修、
②【空き家改修マニュアル2017】の作成、③ 改修した空き家に住みたい【元気な移
住者】の募集を行います。

新しい移住者により、地域の活性化が期待されます。

https://readyfor.jp/projects/musubime_akiya

景観形成（建物の修景）

4-2 助成による支援 （民都機構）
クラウドファンディング活用型まちづくりファンド支援業務 支援事例
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景観形成（建物の修景）

4-2 助成による支援 （民都機構）
クラウドファンディング活用型まちづくりファンド支援業務 支援事例

ファンド名：未来ファンドおうみ（平成２７年度支援）

事 業 者：ヴォーリズ今津郵便局の会

事 業 地：滋賀県高島市今津町

助 成 年 度：平成２８年度

事 業 概 要：昭和11年(1936)に建築されたヴォーリズ設計の旧今津郵便局は、登録有形文化財となって
はいますが、個人所有であるため、「ヴォーリズ今津郵便局の会」の手弁当と皆さんの応援
で、建物を耐震改修工事等を行います。今後も地域の人々の集いの場として活用されていき
ます。

https://www.makuake.com/project/vories/
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○スケジュール ※次年度の予定

助成
(６～７月)

○助成金の概要

街なか再生助成金 （制度概要）
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対象事業

○土地区画整理事業等の面的整備事業の立ち上げに向けた取り組み

○土地区画整理事業等の面的整備事業地区における良好な環境づくりや賑わいづくりに向けた取り組み

○地区内の既存ストックを活かした街なか再生への取り組み

対象とする

民間団体

○上記対象事業を行う下記の民間団体など

・地区内の地権者・住民等で構成される区画整理事業等の準備組合・協議会・任意団体等

・地区内の地権者・住民等が主体となっている特定非営利活動法人（ＮＰＯ）

・中活協議会（法に定めるもの）、中心市街地整備推進機構、まちづくり会社

・その他の民間団体で、関係公共団体の推薦を受けたもの

※ただし、広域的に活動を行っている団体やイベント等の実行委員会への助成は不可

対象用途

○上記対象事業を行う上で必要となる下記の経費など

・具体の市街地整備の検討に要する費用

・まちづくりの構想や計画策定、各種まちづくりルールの検討に要する費用

・活動ＰＲツール（ホームページ等）の作成に要する業務の費用

※ただし、パソコン・カメラなどの耐久消費財の購入費や視察費、飲食代等への助成は不可

助成金額 ○上限１００万円/件 （助成金は６～７月に交付）

促進機構ＨＰ等
にて告知

報告書の
提出
翌年度
５月

募集・受付
(２月～３月末)

選考委員会
(４月)

選考結果通知
(５月)

（ ）

区画整理促進機構の業務 「中心市街地の活性化」に関連する主な事業



豊間震災復興土地区画整理・地場産業再生拠点計画策定
（福島県いわき市 ふるさと豊間復興協議会【任意市民団体】）

東日本大震災で大きな被害を受けた福島県いわき市
豊間の中心市街地では、小規模で自力再建が困難
な商業者が大半を占めていました。

復興計画の見通しが定まらないなか、住民が任意市
民団体を作り、従来の地域コミュニティや地場産業を
再構築を目的に各種取組みを行い、それらにかかる費
用に対して助成を行いました。
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②策定された仮設店舗群の基本計画

①住民によるワークショップの実施

◆成果◆
ワークショップ等を通じて合意形成を図った結果、 ま
ちづくり会社『地域協働産業株式会社』が設立。ま
た『災害公営住宅コミュニティ再生・高齢者支援提
言書』を取りまとめ、その結果、２０１４年１０月には
災害公営住宅への入居と仮設店
舗が開設
されました。

③整備された災害公営住宅

過去の助成事例平成３０年度助成対象

①都市計画道路事業等による沿
道商業施設用地の再整備事業

枚方家具団地協同組合
【大阪府枚方市】

②由利本荘市石脇通り3町内の
歴史的建造物の空き家・空き
店舗のRe活用

特定非営利活動法人
由利本荘にかほ市民が

健康を守る会
【秋田県由利本荘市】

③街なかカレッジで空洞化を減ら
し移住者を増やすプロジェクト

リアルマック
【鳥取県倉吉市】

応募件数：１０件（⇒対象４件）
助成総額：１５０万円

街なか再生助成金 （助成事例）

区画整理促進機構の業務 「中心市街地の活性化」に関連する主な事業

③刈谷市駅前の再開発モデル
プランづくり

名鉄刈谷市駅前地区
市街地再開発準備組合

【愛知県刈谷市】



中心市街地活性化の主役は、地元の皆様です。
公的セクターを効果的にご活用の上、まちづくりに
お役立てください。

おわりに・・・

ＵＲ都市機構

東日本都市再生本部 まちづくり支援部

まちづくり支援第２課（担当：半田）

電話：03-5323-0516（直通）

民 都機 構
中心市街地活性化支援室（担当：三本）

電話：03-5546-0797（直通）

再開発協会
プロジェクト業務部（担当：長田）

電話：03-6265-6616（直通）

促 進機 構
街なか再生全国支援センター（担当：佐藤）

電話：03-3230-8477（直通）

●お問い合わせ先
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